
 
 

 

伊勢崎都市計画地区計画の変更（伊勢崎市決定） 

都市計画境百々地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 境百々地区地区計画 

位  置 伊勢崎市境百々の一部 

面  積 約４．９ha 

地区計画の目標 

本地区は伊勢崎市の南東部に位置し、都市計画道

路３・２・２号南部幹線（東毛広域幹線道路）沿道

に立地する地区である。 

商業的土地利用の増進により、賑わいと魅力ある

市街地環境の形成を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備･

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 
幹線道路沿道の交通利便性を活かした沿道型サー

ビス施設の立地を誘導する土地利用計画とする。 

建築物等の整備方針 

適正な商業的土地利用の形成を図るため、目標と

する市街地環境等を損なうおそれのある建築物の用

途の制限を定める。 

地区施設の整備方針 

建築物等の整備にあたっては、開発行為に伴う雨

水の流出増に対応した貯留施設の整備等、開発規模

に応じた排水対策を講じること。 

地区

整備

計画 

地区施設

の配置及

び規模 

排水対策 

開発行為の際、排水計画において、開発行為完了

後に開発区域外に流出する量が増加する場合は対策

を講じること。なお、５年確率降雨強度で算出され

た流出量を１時間貯留できる容量とする。 



 
 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理由書 

  本地区は、幹線道路沿道の交通利便性の高い立地特性を活かし商業的土地利用の増

進により、賑わいと魅力ある市街地環境の形成を図るため、地区計画を定めるもの。 

 

地区

整備

計画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途

の制限 

用途地域による用途制限の他に、次の各号に掲げる建

築物は、建築してはならない。 

１．住宅 

２．共同住宅、寄宿舎又は下宿 

３．事務所 

４．ボーリング場、スケート場、水泳場その他これ

らに類する建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第１３０条の６の２で定める運動

施設 

５．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの 

６．学校 

７．図書館、博物館その他これらに類するもの 

８．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第１３０条の４で定める公益上必要な建築物 

９．神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

１０．病院 

１１．診療所 

１２．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これら

に類するもの 

１３．老人福祉センター、児童厚生施設その他これら

に類するもの 

１４．自動車教習所 

１５．自動車車庫（建築物に附属するものを除く） 

１６．倉庫業を営む倉庫 

１７．畜舎（床面積の合計が１５㎡を超えるもの） 



境百々地区 地区計画 （約4.9ha） 

総括図 S＝1：20，000 



計画図 S＝1：2，500 
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